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規 則

　 秋 田 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 六 号

　 　 　 秋 田 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 環 境 影 響 評 価 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 二 年 秋 田 県 規 則 第 百 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 五 条 第 一 項 中 「 様 式 第 一 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 送 付 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各

号 を 加 え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模
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　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 条 例 第 六 条 の 対 象 事 業 に 係 る 環 境 影 響 を 受 け る 範 囲 で あ る と 認 め ら れ る 地 域 の 範 囲

　 五　 環 境 影 響 評 価 の 実 施 予 定 年 月 日

　 六　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 六 条 第 二 項 中 「 様 式 第 二 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 報 告 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 各

号 を 加 え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 公 告 の 年 月 日 及 び 方 法

　 五　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 八 条 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 第 十 条 中 「 様 式 第 三 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 送 付 書 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を 加

え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 意 見 書 の 写 し の 数

　 五　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 十 二 条 第 一 項 中 「 様 式 第 四 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 送 付 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の

各 号 を 加 え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 関 係 地 域 の 範 囲

　 五　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 十 三 条 中 「 様 式 第 五 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 協 議 書 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を

加 え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 関 係 地 域 の 範 囲 及 び そ の 設 定 理 由

　 五　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 十 六 条 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 第 十 八 条 第 二 項 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 第 十 八 条 第 三 項 中 「 様 式 第 六 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 通 知 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の

各 号 を 加 え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 説 明 会 の 開 催 の 日 時 及 び 場 所

　 五　 公 告 の 年 月 日 及 び 方 法

　 六　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 十 九 条 中 「 様 式 第 七 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 報 告 書 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号 を

加 え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 説 明 会 の 開 催 の 日 時 及 び 場 所

　 五　 説 明 会 の 参 加 人 数 、 経 過 及 び 概 要
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　 六　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 十 九 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２　 前 項 の 報 告 書 に は 、 説 明 会 で 配 付 し た 資 料 を 添 付 す る も の と す る 。

　 第 二 十 一 条 第 三 項 中 「 様 式 第 八 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 報 告 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次

の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 説 明 会 の 開 催 を 予 定 し て い た 日 時 及 び 場 所 並 び に 説 明 会 を 開 催 し な い 理 由

　 五　 準 備 書 の 記 載 事 項 の 周 知 の た め の 措 置 を 講 じ た 年 月 日

　 六　 準 備 書 の 記 載 事 項 の 周 知 の た め に 講 じ た 措 置 の 概 要

　 七　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 二 十 一 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４　 前 項 の 報 告 書 に は 、 条 例 第 十 六 条 第 六 項 の 規 定 に よ る 準 備 書 の 記 載 事 項 の 周 知 の た め に 講 じ た 措 置 と し て 提 供 し た

資 料 を 添 付 す る も の と す る 。

　 第 二 十 三 条 中 「 様 式 第 九 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 送 付 書 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の 各 号

を 加 え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 意 見 書 の 写 し の 数

　 五　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 二 十 五 条 第 二 項 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 第 三 十 五 条 第 一 項 中 「 様 式 第 十 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 送 付 書 」 に 改 め 、 同 項 に 次

の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 三 十 八 条 第 三 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 第 四 十 条 中 「 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 」 を 「 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 」 に 改 め 、 「 様 式 」 の 下 に 「 に

よ る 通 知 書 」 を 加 え 、 同 条 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 公 告 の 年 月 日 及 び 方 法

　 五　 条 例 第 二 十 五 条 第 一 項 第 一 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 に あ っ て は 、 対 象 事 業 を 実 施 し な い こ と と し た 年 月 日

及 び 理 由

　 六　 条 例 第 二 十 五 条 第 一 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 に あ っ て は 、 修 正 の 内 容 、 理 由 及 び 年 月 日

　 七　 条 例 第 二 十 五 条 第 一 項 第 三 号 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 に あ っ て は 、 次 に 掲 げ る 事 項

　 　 ㈠　 引 継 ぎ に よ り 新 た に 事 業 者 と な っ た 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る

事 務 所 の 所 在 地 ）

　 　 ㈡　 引 継 ぎ の 年 月 日 及 び 理 由

　 八　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 四 十 三 条 第 三 項 中 「 様 式 第 十 四 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 報 告 書 」 に 改 め 、 同 項 に

次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 再 実 施 す る 手 続 き の 内 容 及 び 再 実 施 の 理 由

　 五　 公 告 の 年 月 日 及 び 方 法
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　 六　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 四 十 四 条 第 一 項 中 「 様 式 第 十 五 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 通 知 書 」 に 改 め 、 同 項 に

次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 事 業 者 又 は 対 象 事 業 を 実 施 し て い る 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事

務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 工 事 の 着 手 年 月 日 及 び 完 了 予 定 年 月 日

　 五　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 四 十 四 条 第 二 項 中 「 様 式 第 十 六 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 通 知 書 」 に 改 め 、 同 項 に

次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 事 業 者 又 は 対 象 事 業 を 実 施 し て い る 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事

務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 工 事 の 完 了 年 月 日

　 五　 供 用 の 開 始 予 定 年 月 日

　 六　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 四 十 五 条 第 一 項 中 「 様 式 第 十 七 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 送 付 書 」 に 改 め 、 同 項 に

次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 対 象 事 業 を 実 施 し て い る 者 又 は 対 象 事 業 を 実 施 し た 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏

名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 対 象 事 業 に 係 る 工 事 の 進 捗 状 況 又 は 供 用 の 状 況

　 五　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 四 十 六 条 第 二 項 中 「 様 式 第 十 八 号 」 を 「 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 別 に 定 め る 様 式 に よ る 通 知 書 」 に 改 め 、 同 項 に

次 の 各 号 を 加 え る 。

　 一　 引 き 継 い だ 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 二　 対 象 事 業 の 名 称 、 種 類 及 び 規 模

　 三　 対 象 事 業 実 施 区 域

　 四　 引 継 ぎ を 受 け た 者 の 氏 名 及 び 住 所 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 、 代 表 者 の 氏 名 及 び 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 ）

　 五　 引 継 ぎ の 年 月 日 及 び 理 由

　 六　 そ の 他 参 考 と な る 事 項

　 第 五 十 二 条 中 「 様 式 第 十 九 号 」 を 「 別 記 様 式 」 に 改 め る 。

　 別 表 第 四 の 一 の 項 イ 中 「 又 は 同 法 第 九 十 六 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 九 十 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 協 議 」 を 「 、 同

法 第 九 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 決 定 又 は 同 法 第 九 十 六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 変 更 」 に 改 め 、 同 項 ニ 中 「 又 は

第 十 八 条 第 一 項 若 し く は 第 四 項 の 許 可 の 申 請 」 を 「 の 許 可 の 申 請 又 は 同 法 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 条 例 の 制 定 」 に

改 め 、 同 表 の 二 の 項 イ 及 び 十 二 の 項 中 「 公 告 又 は 」 を 「 公 告 、 」 に 、 「 、 第 九 十 六 条 の 二 第 一 項 若 し く は 第 九 十 六 条 の

三 第 一 項 の 規 定 に よ る 協 議 」 を 「 の 規 定 に よ る 協 議 、 同 法 第 九 十 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 決 定 又 は 同 法 第 九 十 六 条

の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 変 更 」 に 改 め 、 同 表 の 十 八 の 項 中 「 第 四 条 第 一 項 又 は 第 二 十 五 条 の 三 第 一 項 （ 同 条 第 四 項 」 を

「 第 四 条 第 一 項 （ 同 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 又 は 第 二 十 五 条 の 三 第 一 項 （ 同 条 第 七 項 」 に 、 「 認 可 の

申 請 」 を 「 規 定 に よ る 決 定 」 に 改 め る 。

　 様 式 第 一 号 か ら 様 式 第 十 八 号 ま で を 削 る 。

　 様 式 第 十 九 号 を 別 記 様 式 と す る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 四 の 一 の 項 ニ 及 び 十 八 の 項 の 改 正 規 定 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一

日 か ら 施 行 す る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

　 秋 田 県 産 業 技 術 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

秋 田 県 規 則 第 七 号



秋 田 県 告 示 第 百 四 十 六 号

　 騒 音 に 係 る 環 境 基 準 の 地 域 の 類 型 を あ て は め る 地 域 の 指 定 （ 平 成 十 一 年 秋 田 県 告 示 第 百 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 し 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 備 考

　 １　 こ の 表 に お い て 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 及 び 「 Ｃ 」 と は 、 騒 音 に 係 る 環 境 基 準 に つ い て （ 平 成 十 年 環 境 庁 告 示 第 六 十 四

号 ） に よ り 定 め ら れ た 地 域 の 類 型 を い う 。

　 ２　 こ の 表 に 掲 げ る 行 政 区 画 そ の 他 の 地 域 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 に お け る 行 政 区 画 そ の 他 の 地 域 に よ っ て 表 示 さ

れ た も の と す る 。

　 別 表 三 能 代 市 の 項 を 削 る 。

　 付 表 を 削 る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 四 十 七 号

　 騒 音 規 制 法 の 規 定 に よ る 特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 騒 音 及 び 特 定 建 設 作 業 に 伴 つ て 発 生 す る 騒 音 に つ い て 規 制 す る

地 域 の 指 定 （ 昭 和 六 十 一 年 秋 田 県 告 示 第 二 百 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す

る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 　 　 秋 田 県 産 業 技 術 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 秋 田 県 産 業 技 術 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 三 年 秋 田 県 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 集 束 イ オ ン ビ ー ム 装 置 の 項 及 び 振 動 試 料 型 磁 力 計 ・ 磁 気 ト ル ク 計 の 項 を 削 り 、 同 表 磁 気 抵 抗 測 定 装 置 の 項 の 次 に

次 の よ う に 加 え る 。

　 別 表 多 元 電 子 ビ ー ム 蒸 着 装 置 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 別 表 ヘ ッ ド 表 面 形 状 測 定 装 置 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 別 表 触 針 式 表 面 粗 さ 計 の 項 を 削 り 、 同 表 落 錘 衝 撃 試 験 機 の 項 中 「 落 錘 衝 撃 試 験 機 」 を 「 落 錘
す い

衝 撃 試 験 機 」 に 改 め 、 同

表 ソ ル ト バ ス 電 気 炉 （ 高 温 ） の 項 を 削 り 、 同 表 高 精 度 ス ラ イ サ の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

　 　 　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

Ｍ Ｂ Ｅ 装 置 成 膜 ・ 表 面 処 理 機 能 拡 張 設 備

高 周 波 プ ラ ズ マ 発 光 分 光 分 析 装 置

全 光 束 測 定 シ ス テ ム

地 域 の 類 型 当 て は め る 地 域

Ａ 南 秋 田 郡 五 城 目 町 の う ち 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 及 び 南 秋 田 郡 井 川 町 の う ち 別 表 一 に 掲 げ る 地 域

Ｂ 南 秋 田 郡 五 城 目 町 の う ち 第 一 種 住 居 地 域 及 び 南 秋 田 郡 井 川 町 の う ち 別 表 二 に 掲 げ る 地 域

Ｃ

告 示

−５−
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三 次 元 射 出 成 形 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン シ ス テ ム

三 、 六 〇 〇 円

三 、 五 〇 〇 円

二 、 三 〇 〇 円

一 、 一 〇 〇 円

南 秋 田 郡 五 城 目 町 の う ち 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 、 準 工 業 地 域 及 び 工 業 地 域 並 び に 南 秋 田 郡 井 川

町 の う ち 別 表 三 に 掲 げ る 地 域



　 備 考　 こ の 表 に 掲 げ る 行 政 区 画 そ の 他 の 地 域 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 に お け る 行 政 区 画 そ の 他 の 地 域 に よ っ て 表 示

さ れ た も の と す る 。

　 付 表 を 削 る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 四 十 八 号

　 騒 音 規 制 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 地 域 内 に お け る 自 動 車 騒 音 の 限 度 を 定 め る 省 令 （ 平 成 十 二 年 総 理 府 令

第 十 五 号 ） 別 表 の 区 域 の 区 分 （ 平 成 十 二 年 秋 田 県 告 示 第 百 九 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一

日 か ら 施 行 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

　 備 考　 こ の 表 に 掲 げ る 行 政 区 画 そ の 他 の 地 域 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 に お け る 行 政 区 画 そ の 他 の 地 域 に よ っ て 表 示

さ れ た も の と す る 。

　 別 表 三 能 代 市 の 項 を 削 る 。

　 付 表 を 削 る 。

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 四 十 九 号

　 振 動 規 制 法 の 規 定 に よ る 住 民 の 生 活 環 境 を 保 全 す る 必 要 が あ る と 認 め る 地 域 の 指 定 （ 昭 和 六 十 一 年 秋 田 県 告 示 第 二 百

二 十 二 号 ） は 、 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 を も っ て 廃 止 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 五 十 号

　 振 動 規 制 法 の 規 定 に よ る 特 定 工 場 等 に お い て 発 生 す る 振 動 に つ い て の 規 制 基 準 （ 昭 和 六 十 一 年 秋 田 県 告 示 第 二 百 二 十

三 号 ） は 、 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 を も っ て 廃 止 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 五 十 一 号

指 定 区 域 区 域 の 区 分

南 秋 田 郡 五 城 目 町 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 第 一 種 区 域

第 一 種 住 居 地 域 第 二 種 区 域

第 三 種 区 域

工 業 地 域 第 四 種 区 域

南 秋 田 郡 井 川 町 第 二 種 区 域

第 三 種 区 域

浜 井 川 字 家 の 東 第 四 種 区 域

区 域 の 区 分 指 定 区 域

一 ａ 区 域 南 秋 田 郡 五 城 目 町 の う ち 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 及 び 南 秋 田 郡 井 川 町 の う ち 別 表 一 に 掲 げ

る 地 域

二 ｂ 区 域 南 秋 田 郡 五 城 目 町 の う ち 第 一 種 住 居 地 域 及 び 南 秋 田 郡 井 川 町 の う ち 別 表 二 に 掲 げ る 地 域

三 ｃ 区 域

−６−
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近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 及 び 準 工 業 地 域

今 戸 字 カ チ 田 、 浜 井 川 字 洲 崎 、 北 川 尻 字 曲 淵 、 字 海 老 沢 樋 ノ 口 、 字 下 村 、

字 中 村 及 び 字 上 村 宅 地 、 小 竹 花 字 川 崎 及 び 字 小 縄 手 下 、 坂 本 字 四 百 刈 、 字

山 崎 及 び 字 横 岡 、 八 田 大 倉 字 古 堂 及 び 字 八 幡 並 び に 坂 本 字 三 嶽 下 二 十 四 番

一 か ら 二 十 四 番 三 ま で 、 二 十 四 番 七 、 二 十 四 番 八 、 二 十 四 番 十 か ら 二 十 四

番 十 四 ま で 、 二 十 四 番 十 九 、 二 十 四 番 二 十 、 二 十 四 番 二 十 三 か ら 二 十 四 番

三 十 一 ま で 、 二 十 四 番 四 十 か ら 二 十 四 番 四 十 五 ま で 、 二 十 四 番 四 十 七 、 二

十 五 番 、 四 十 二 番 一 か ら 四 十 二 番 四 ま で 、 四 十 二 番 六 、 四 十 二 番 八 か ら 四

十 二 番 十 一 ま で 、 四 十 二 番 十 六 か ら 四 十 二 番 十 八 ま で 、 四 十 三 番 、 四 十 五

番 、 四 十 六 番 一 、 四 十 六 番 三 、 四 十 六 番 三 十 二 か ら 四 十 六 番 三 十 五 ま で 、

百 六 十 四 番 、 百 六 十 五 番 、 百 六 十 六 番 一 か ら 百 六 十 六 番 六 ま で 、 百 六 十 六

番 八 か ら 百 六 十 六 番 十 一 ま で 、 二 百 十 二 番 一 か ら 二 百 十 二 番 十 四 ま で 及 び

二 百 十 三 番

浜 井 川 の う ち 字 新 堰 と 字 洲 崎 、 字 新 堰 と 字 家 の 東 、 字 ヒ ル 子 と 字 家 の 東 、

字 ヒ ル 子 と 字 土 樋 及 び 字 喜 平 堰 と 字 土 樋 の 各 境 界 線 並 び に 東 日 本 旅 客 鉄 道

株 式 会 社 奥 羽 線 の 東 側 敷 地 境 界 線 に よ っ て 囲 ま れ た 地 域

南 秋 田 郡 五 城 目 町 の う ち 近 隣 商 業 地 域 、 商 業 地 域 、 準 工 業 地 域 及 び 工 業 地 域 並 び に 南 秋 田

郡 井 川 町 の う ち 別 表 三 に 掲 げ る 地 域



　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第155号
　平成23年秋田県告示第470号の基本測量について、平成24年２月29日終了した旨国土交通省国土地理院長から通知が
あったので、測量法（昭和24年法律第188号）第14条第３項の規定に基づき、公示する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第156号
　平成23年秋田県告示第352号の基本測量について、平成24年３月９日終了した旨国土交通省国土地理院長から通知が
あったので、測量法（昭和24年法律第188号）第14条第３項の規定に基づき、公示する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第157号
　平成23年秋田県告示第471号の公共測量について、平成24年３月15日終了した旨仙北市長から通知があったので、測
量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第３項の規定に基づき、公示する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第158号
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾
斜地崩壊危険区域として指定する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　 振 動 規 制 法 施 行 規 則 別 表 第 一 付 表 第 一 号 に 該 当 す る 区 域 の 指 定 （ 昭 和 六 十 一 年 秋 田 県 告 示 第 二 百 二 十 四 号 ） は 、 平 成

二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 を も っ て 廃 止 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 五 十 二 号

　 振 動 規 制 法 施 行 規 則 別 表 第 二 の 備 考 の 区 域 の 指 定 等 （ 昭 和 六 十 一 年 秋 田 県 告 示 第 二 百 二 十 五 号 ） は 、 平 成 二 十 四 年 三

月 三 十 一 日 を も っ て 廃 止 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 五 十 三 号

　 悪 臭 防 止 法 に 基 づ く 規 制 地 域 の 指 定 （ 昭 和 四 十 七 年 秋 田 県 告 示 第 五 百 四 十 一 号 ） は 、 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 を

も っ て 廃 止 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

　 　 　 　 　 　 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

秋 田 県 告 示 第 百 五 十 四 号

　 悪 臭 防 止 法 に 基 づ く 規 制 地 域 の 規 制 基 準 （ 昭 和 四 十 七 年 秋 田 県 告 示 第 五 百 四 十 二 号 ） は 、 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日

を も っ て 廃 止 す る 。

　 　 平 成 二 十 四 年 三 月 二 十 七 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事　 佐　 竹　 敬　 久

区　　域　　名
区　　　　　　　　　　　　　　　　　域

郡市　　町村　　大字　　字 地　　　　　　　　　　番

上川原 由利本荘市松本字上川原 ８番１の一部（次の図に示す部分に限る。）、９番の一
部（次の図に示す部分に限る。）、10番３の一部（次の
図に示す部分に限る。）、14番２の一部（次の図に示す
部分に限る。）、14番４の一部（次の図に示す部分に限
る。）、道路敷（次の図に示す部分に限る。）、水路敷
（次の図に示す部分に限る。）

由利本荘市松本道上 96番２の一部（次の図に示す部分に限る。）

−７−
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　「次の図」は、省略し、その図面及び関係書類を建設交通部河川砂防課及び由利地域振興局建設部に備え置いて縦覧
に供する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第159号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり道路の供用を開始する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　供用開始の区間

２　供用開始の期日　平成24年３月27日
３　供用開始区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
　⑴　場所　北秋田地域振興局建設部用地課
　⑵　期間　平成24年３月27日から同年４月９日まで
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第160号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成24年３月14日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　有限会社大日向建設
　　横手市雄物川町道地字家東17
　　代表取締役　大日向　宏　征
　　秋田県知事許可（般−19）第10563号
３　処分の内容
　　土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び水道施設工事業に係る一般建設業許

可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成24年３月14日付けで土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業及び水道施設工

事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、かづの土地改良区から申請があった定款変更につ
いて、平成24年３月19日認可したので、同条第３項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、男鹿市福米沢字福米49番地越前照義ほか22人から

区　　域　　名
区　　　　　　　　　　　　　　　　　域

郡市　　町村　　大字　　字 地　　　　　　　　　　番

上川原 由利本荘市松本字上川原 ８番１の一部（次の図に示す部分に限る。）、９番の一
部（次の図に示す部分に限る。）、10番３の一部（次の
図に示す部分に限る。）、14番２の一部（次の図に示す
部分に限る。）、14番４の一部（次の図に示す部分に限
る。）、道路敷（次の図に示す部分に限る。）、水路敷
（次の図に示す部分に限る。）

由利本荘市松本字道上 96番２の一部（次の図に示す部分に限る。）

道路の種類 路 線 名 区　　　　　　　　　　間

県　　道 鷹巣川井堂川線 北秋田市上杉字金沢312番１地先から川井字横呑沢14番１地先
まで

公 告

−８−
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−９−

申請があった県営土地改良事業の施行に係る土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定に基づき、公告し、次
のとおり縦覧に供する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　縦覧に供すべき書類の名称　県営土地改良事業（福米沢本内地区農地集積加速化基盤整備事業）計画書の写し
２　縦覧期間　平成24年３月27日から同年４月23日まで
３　縦覧場所　男鹿市役所
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、潟上市昭和豊川上虻川字新所119番地１南都武男ほ
か14人から申請があった県営土地改良事業の施行に係る土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定に基づき、
公告し、次のとおり縦覧に供する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　縦覧に供すべき書類の名称　県営土地改良事業（昭和豊川地区農地集積加速化基盤整備事業）計画書の写し
２　縦覧期間　平成24年３月27日から同年４月23日まで
３　縦覧場所　潟上市役所昭和庁舎掲示板及び昭和庁舎産業課
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、南秋田郡五城目町馬場目字杉沢上台113番地石川悦
運ほか14人から申請があった県営土地改良事業の施行に係る土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定に基づ
き、公告し、次のとおり縦覧に供する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　縦覧に供すべき書類の名称　県営土地改良事業（五城目杉沢地区農地集積加速化基盤整備事業）計画書の写し
２　縦覧期間　平成24年３月27日から同年４月23日まで
３　縦覧場所　五城目町役場
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、仙北市黒倉堰土地改良区から次のとおり役員の退
任の届出があったので、同条第17項の規定に基づき、公告する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
退任理事の住所及び氏名
仙北市田沢湖神代字珍重屋敷152　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細　川　祐　栄
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、次の者から申請があった県営土地改良事業の施行
に係る土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定に基づき、公告し、次のとおり縦覧に供する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　大仙市長野字神林24番地　柴田喜隆ほか14人
　⑴　縦覧に供すべき書類の名称　県営土地改良事業（中仙中央地区農地集積加速化基盤整備事業）計画書の写し
　⑵　縦覧期間　平成24年３月28日から同年４月24日まで
　⑶　縦覧場所　大仙市役所及び大仙市中仙支所
２　大仙市寺館字常野27番地　田口繁ほか21人
　⑴　縦覧に供すべき書類の名称　県営土地改良事業（薮台地区農地集積加速化基盤整備事業）計画書の写し
　⑵　縦覧期間　平成24年３月28日から同年４月24日まで
　⑶　縦覧場所　大仙市役所及び大仙市西仙北支所

秋選管告示第39号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条、第75条、第76条、第81条及び第86条並びに地方教育行政の組織及び運営
に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条の規定による選挙権を有する者の総数の50分の１の数及び３分の１の数
（その総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数
とを合算して得た数）は、次のとおりであるので告示する。
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選挙管理委員会告示



　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
50分の１の数　　　　18,341
３分の１の数（選挙権を有する者の総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40
万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）
　　　　　　　　　 219,503
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第40号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条の規定による選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数（そ
の総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを
合算して得た数）は、次のとおりであるので告示する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
選挙区別
　秋田市　　　　　　89,084
　能代市山本郡　　　25,954
　横手市　　　　　　27,721
　大館市　　　　　　22,183
　男鹿市　　　　　　 9,412
　湯沢市雄勝郡　　　20,171
　鹿角市鹿角郡　　　11,465
　由利本荘市　　　　23,808
　潟上市　　　　　　 9,598
　大仙市仙北郡　　　31,466
　北秋田市北秋田郡　11,313
　にかほ市　　　　　 7,615
　仙北市　　　　　　 8,436
　南秋田郡　　　　　 7,451

秋田県収用委員会告示第１号
　土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により、収用の裁決手続の開始を決定したので、公告する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県収用委員会会長　平　川　信　夫　
１　起業者の名称
　　秋田県　代表者　秋田県知事　佐　竹　敬　久
２　事業の種類
　　角館都市計画道路事業３・４・９号横町線及び３・４・２号大町通線
３　裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積
　⑴　起業者提出の土地調査詳細図「ｂ区域」について

　⑵　起業者提出の土地調査詳細図「ｃ区域」について
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収 用 委 員 会 告 示

土 地 の 所 在 地　番
地　　　目 地　　　　積 収用しよう

とする土地
の面積登記記録 現　況 登記記録 実　　測

秋田県仙北市角館町横町 不 明 、 た
だ し 1 5 番
２ 又 は 1 6
番３

（ 1 5 番 ２
の場合）

宅　地
（ 1 6 番 ３
の場合）

宅　地

（ 1 5 番 ２
の場合）

宅　地
（ 1 6 番 ３
の場合）

宅　地

（15番２の
場合）

75.02㎡
（16番３の
場合）

59.93㎡

（15番２の
場合）

75.02㎡
（16番３の
場合）

62.29㎡

1.10㎡

土 地 の 所 在 地　番
地　　　目 地　　　　積 収用しよう

とする土地

秋田県仙北市角館町横町 不 明 、 た
だ し 無 地
番 又 は 1 6
番３

（ 無 地 番
の場合）

水　路
（ 1 6 番 ３
の場合）

宅　地

（ 無 地 番
の場合）

水　路
（ 1 6 番 ３
の場合）

宅　地

（ 無 地 番 の
場合）

−
（16番３の
場合）

59.93㎡

（ 無 地 番 の
場合）

−
（16番３の
場合）

62.29㎡

1.29㎡
− 10 −
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４　土地所有者の氏名及び住所
　⑴　起業者提出の土地調査詳細図「ｂ区域」について
　　　地番不明につき土地所有者不明
　　　ただし、起業者提出の土地調査詳細図の「ｂ区域」が秋田県仙北市角館町横町15番２の土地の区域の一部である

場合
　　　氏名　秋田県
　　　住所　秋田県秋田市山王四丁目１番１号
　　　又は、起業者提出の土地調査詳細図の「ｂ区域」が秋田県仙北市角館町横町16番３の土地の区域の一部である場合
　　　氏名　谷　口　忠　孝
　　　住所　秋田県仙北市角館町水ノ目沢108番地１
　⑵　起業者提出の土地調査詳細図「ｃ区域」について
　　　地番不明につき土地所有者不明
　　　ただし、起業者提出の土地調査詳細図の「ｃ区域」が秋田県仙北市角館町横町16番３の土地に隣接する無地番の

水路の区域の一部である場合
　　　氏名　秋田県仙北市
　　　住所　秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30番地
　　　又は、起業者提出の土地調査詳細図の「ｃ区域」が秋田県仙北市角館町横町16番３の土地の区域の一部である場合
　　　氏名　谷　口　忠　孝
　　　住所　秋田県仙北市角館町水ノ目沢108番地１
５　土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類
　⑴　起業者提出の土地調査詳細図「ｂ区域」について
　　　地番不明につき関係人不明
　　　ただし、起業者提出の土地調査詳細図の「ｂ区域」の土地所有者が秋田県である場合
　　　なし
　　　又は、起業者提出の土地調査詳細図の「ｂ区域」の土地所有者が谷口忠孝である場合
　　　氏名　株式会社谷口石油
　　　住所　秋田県仙北市田沢湖小松字城廻99番地の５
　　　権利の種類　賃借権
　⑵　起業者提出の土地調査詳細図「ｃ区域」について
　　　地番不明につき関係人不明
　　　ただし、起業者提出の土地調査詳細図の「ｃ区域」の土地所有者が仙北市である場合
　　　なし
　　　又は、起業者提出の土地調査詳細図の「ｃ区域」の土地所有者が谷口忠孝である場合
　　　氏名　株式会社谷口石油
　　　住所　秋田県仙北市田沢湖小松字城廻99番地の５
　　　権利の種類　賃借権
６　裁決手続の開始を決定した日
　　平成24年３月14日
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県収用委員会告示第２号
　秋田県収用委員会は、起業者秋田県から平成24年２月13日に申請のあった角館都市計画道路事業３・４・９号横町線
及び３・４・２号大町通線に係る土地収用事件の審理を次のとおり開始するので、秋田県収用委員会運営規則（昭和51
年秋田県収用委員会告示第１号）第６条の規定に基づき、公告する。
　　平成24年３月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県収用委員会会長　平　川　信　夫
１　審理開始の期日　平成24年４月26日　午後２時30分

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2012年 平成24年３月27日（火曜日） 　　第2371号地　　　目 地　　　　積 収用しよう

の面積登記記録 現　況 登記記録 実　　測

秋田県仙北市角館町横町 不 明 、 た
だ し 無 地
番 又 は 1 6
番３

（ 無 地 番
の場合）

水　路
（ 1 6 番 ３
の場合）

宅　地

（ 無 地 番
の場合）

水　路
（ 1 6 番 ３
の場合）

宅　地

（ 無 地 番 の
場合）

−
（16番３の
場合）

59.93㎡

（ 無 地 番 の
場合）

−
（16番３の
場合）

62.29㎡

1.29㎡



− 12 −

２　審理開始の場所　秋田市山王四丁目１番２号
　　　　　　　　　　秋田地方総合庁舎６階総庁大会議室２
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